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奨励生選考基準 

 
制定 １９８９年４月１日  改正 ２００３年４月１日  改正 ２０１５年４月１日 
改正 １９９２年４月１日  改正 ２００４年４月１日  改正 ２０１６年４月１日 
改正 １９９３年４月１日  改正 ２００５年４月１日  改正 ２０１７年４月１日 

改正 １９９４年４月１日  改正 ２００６年４月１日  改正 ２０１８年４月１日 

改正 １９９５年４月１日  改正 ２００７年４月１日  改正 ２０１９年４月１日 
改正 １９９６年４月１日  改正 ２００８年４月１日  改正 ２０２０年４月１日 
改正 １９９７年４月１日  改正 ２００９年４月１日  改正 ２０２１年４月１日 
改正 １９９８年４月１日  改正 ２０１０年４月１日  改正 ２０２２年４月１日 
改正 １９９９年４月１日  改正 ２０１１年４月１日  改正 ２０２３年４月１日 
改正 ２０００年４月１日  改正 ２０１２年４月１日  改正 ２０２４年４月１日 
改正 ２００１年４月１日  改正 ２０１３年４月１日   

        改正  ２００２年４月１日  改正 ２０１４年４月１日 
 

奨励生の選考は、次の方法および基準により行う（グローバル・コミュニケーション学部除く）。 

 

１．次の方法により第一次選考を行う。 

（１）前年度の学業成績を、別表１に掲げる方法により加算または平均化し高得点の順に、法学部は各学年１

３名程度、経済学部は各学年１０名程度、経営学部は各学年９名程度を目処として、心理学部は各学年９

番以内の者、現代社会学部は学年学科ごとに採用人数の２倍相当、総合リハビリテーション学部は採用人

数相当、栄養学部は採用人数の１．５倍相当を、第一次候補者として選出する。ただし、各学部で定めら

れている進級および卒業の所要単位を満たしかつ別表２の条件を満たしていること。（ただし、当該学年の

留年者を除く）。（栄養学部は留年者を除く。特別な配慮を必要とする場合は、この限りではない。） 

（２）人文学部は、前年度の学業成績を別表１に掲げる人文学部に定められている学業成績基準により高得点

の順に、各学科９番以内の者を第一次候補者として選出する。また、別に別表４の範囲内で課外・社会活

動分野で顕著な業績を納めた者を第一次候補者として選出する。（ただし、留年者を除く） 

（３）薬学部は、２～５年次生は前年度の学業成績を、６年次生は１～５年次までの学業成績を、別表１に掲

げる方法により算出し、高得点の順に、募集人員の１.５倍相当を第一次候補者として選出する。ただし、

学部で定められている進級および卒業の所要単位を満たしかつ別表２の⑥の条件を満たしていること。（た

だし、当該学年の留年者を除く） 

  なお、上記の方法による候補者の選考にもれた者のうち、別表３に掲げる範囲内であれば個人、団体を問

わずスポーツ・文化・奉仕活動の分野で、顕著な業績を納めた者を候補者とすることがある。 

（４）法学部は、成績評価中のＳおよびＡの数を補助基準として用いることがある。また栄養学部は、成績評

価中の専門科目におけるＳおよびＡの数を補助基準として用いることがある。 

（５）第一次候補者は、学籍番号を学内に掲示により発表する。 

 

２．第一次候補者に結果を通知し、指定の期間内に出願のあった者を第二次候補者として、学部にて第二次選

考を行う。 

 

３．各学部（人文学部を除く）は、下記項目の評価等をもとに、第二次選考を行い、採用人数相当数を最終

候補者として選出し、奨励生選考委員会（学生委員会）に最終選考を依頼する。人文学部は、第二次選

考により、第二次候補者を選出する。 

学 部 評 価 項 目 

法 学 部 願書、学業成績 

経 済 学 部 願書、学業成績 

経 営 学 部 願書、学業成績 

人 文 学 部 願書 

心 理 学 部 願書、学業成績、面接 
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現 代 社 会 学 部 願書、学業成績、（面接） 

総合リハビリテーション学部 願書、学業成績、（面接） 

栄 養 学 部 願書、学業成績 

薬 学 部 願書、学業成績 

 

４．人文学部は、第二次候補者に対し第三次選考（面接）を行い、採用人数相当数を最終候補者として選出し、

奨励生選考委員会（学生委員会）に最終選考を依頼する。 

 

５．各学部から推薦のあった候補者について、奨励生選考委員会（学生委員会）において最終選考を行い、そ

の結果を委員長が学長に報告し、学長が奨励生を決定する。 

 

６．適 用 

学業成績の評価方法、方式、条件については学部、入学年度により別表１、別表２を適用する。 

 

７．神戸学院大学奨励生選考基準の改廃は学生委員会で行う。 
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〔別表１ 学業成績の評価方法、方式〕 

 法学部 経済学部 経営学部 人文学部 心理学部 
現代社会 

学部 

評 

価 

Ｓ 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ 

／ 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

計算式 {単位数 × 評価}の合計／履修単位数合計 

備 考 

教職科目及

び博物館学

芸員科目は

除く 

教職科目及

び博物館学

芸員科目は

除く 

教職科目及

び博物館学

芸員科目は

除く 

教職科目及

び博物館学

芸員科目は

除く 

教職科目は

除く 

教職科目は

除く 

 

 

総合リハビリ

テーション 

学部 

栄養学部 薬学部 

評 

価 

Ｓ 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ 

／ 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

４点 

３点 

２点 

１点 

０点 

０点 

計算式 {単位数 × 評価}の合計／履修単位数合計 

備 考  
教職科目は

除く 

 

 

※Ｎ（認定）は、上記学部においては対象外とする。 

※Ｓ評価は、２０１３年度以降の入学生から適用する。 
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〔別表２ 条件〕 

① 法学部 

年次 法律学科 

２年次 １年次配当の導入専門教育科目１２単位以上を修得した者。 

３年次 
卒業に必要な共通教育科目の単位を修得し、かつ、前年度内に２年次配当の専門教育科目から１

６単位以上を修得した者。 

４年次 
卒業に必要な共通教育科目の単位を修得し、かつ、前年度内に３年次以上配当の専門教育科目か

ら２８単位以上を修得した者。 

 
② 経済学部 

〔経済学科〕 

科目 

年次 

共通教育科目 専門教育科目 
総単位 

外国語 共通教育 単位計 選択必修科目 専門単位計 

２年次 ４（４） １２（１２） ８（８） １６（１６） ３２ (３２) 

３年次 （８） （２０） （２４） （４４）     (６８) 

４年次 （８） （２４） （４８） （７６）  (１００)  

※表の数字は前年度に修得すべき単位数、(  )はその累計を示す。 

 

③ 経営学部 

〔経営学科〕 

    科目 

 年次 

共通教育科目 専門教育科目 
総単位 

外国語 共通教育 単位計 選択必修科目 専門単位計 

２年次 ４（４） １２（１２） ８（８） １６（１６） ３２ (３２) 

３年次 （８） （２０） （２４） （４４）     (６８) 

４年次 （８） （２４） （３２） （７２） (１００) 

※表の数字は前年度に修得すべき単位数、(  )はその累計を示す。 

 

④ 現代社会学部 

（２０１８年度以前入学生に適用） 

〔現代社会学科、社会防災学科共通〕 

   科目 

  

年次 

専門教育科目 

総単位 必修科目 専門単位計 

現社 社防 現社 社防 

２年次 １６(１６) １４(１４） １６(１６) １４(１４） ３２ (３２) 

３年次 ４（２０） ４（１８） （４４） (６８) 

４年次 ４（２４） ４（２２）   （７６） (１００) 

※表の数字は前年度に修得すべき単位数、(  )はその累計を示す。 

※スポーツサイエンス・ユニット所属学生については必修科目数が異なるため、スポーツサイエンス・ユニッ

トの学生がＧＰＡ優秀者であった場合、別途協議のうえ当該学生の第一次候補者選出を決定する 

（２０１９年度以降入学生に適用） 

〔現代社会学科、社会防災学科共通〕 

   科目 

  

年次 

専門教育科目 

総単位 
必修科目 

（履修必修科目含む） 
専門単位計 

現社 社防 現社 社防 

２年次 １０(１０) ２２(２２） １０(１０) ２２(２２） ３４ (３４) 

３年次 ６（１６） ４（２６） （４４） (６８) 

４年次 ４（２０） ４（３０）   （７６） (１００) 
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※表の数字は前年度に修得すべき単位数、(  )はその累計を示す。 

※スポーツサイエンス・ユニット所属学生については必修科目数が異なるため、スポーツサイエンス・ユニッ

トの学生がＧＰＡ優秀者であった場合、別途協議のうえ当該学生の第一次候補者選出を決定する。 

 

⑤ 総合リハビリテーション学部 

学年 条     件 

２年次 
共通教育科目から１０単位以上を修得した者。 

専門科目の必修科目をすべて修得した者。 

３年次 
卒業に必要な共通教育科目の単位を修得し、前年度までに配当された専門教育科目のうち、

卒業に必要な科目をすべて修得した者。 

４年次 
卒業に必要な共通教育科目の単位を修得し、前年度までに配当された専門教育科目のうち、

卒業に必要な科目をすべて修得した者。 

 

⑥ 薬学部 

（２０１８年度以前入学生） 

 

（２０１９年度以降入学生） 

 

〔別表３ 課外・スポーツ等による候補者〕 

学 部 条        件 人    数 

薬 学 部 

学業成績が上位５０位以内で、学生委員または複数の

教授会構成員が推薦する者。課外活動では、前年度、

神戸学院大学課外活動奨励賞の最優秀奨励賞、優秀奨

励賞あるいは優良奨励賞を受けた者または団体の部

員。 

各学年２名を限度とする。 

 

 

〔別表４ 課外・社会活動による候補者〕 

学 部 条        件 人    数 

人文学部 

学業成績が各学科上位２分の１以内で、所属する課

外・社会活動組織の責任者の推薦状とその実績を証明

する資料を所定の期日までに提出する者。 

各学年１５名以内とする。 

 

 

学年 条 件 

２～５年次 前年度の必修科目のポイントは、全て３点以上であること。 

学年 条 件 

２年次 前年度の必修実習・演習群科目のうち、早期体験、実習ⅠA、演習ⅠA、実習ⅠB、演習ⅠB

のポイントは、全て３点以上であること。 

３年次 前年度の必修実習・演習群科目のうち、実習ⅡA、演習ⅡA、実習ⅡB、演習ⅡB のポイン

トは、全て３点以上であること。 

４年次 前年度の必修実習・演習群科目のうち、実習ⅢA、演習ⅢA、実習ⅢB、演習ⅢB のポイン

トは、全て３点以上であること。 

５年次 前年度の必修実習・演習群科目のポイントは、全て３点以上であること。 


